
議案第１９号  

 

 

   調布市総合体育館条例の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  令和  ５  年  ２  月２８日  

 

 

提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 トレーニング室及びプールを個人使用する場合における利用料金の上限額

の特例を定めるとともに規定の整備を行うため，提案するものであります。  



調布市条例第    号  

 

 

   調布市総合体育館条例の一部を改正する条例  

 

 

 調布市総合体育館条例（昭和６０年調布市条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

 

 別表第２  １  個人使用の表中「子供」を「子ども」に，「使用単位の時

間」を「１時間１５分以内で使用する場合の利用料金の上限額は，使用単位

の利用料金に１００分の５０を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数が

ある場合は，これを切り捨てた額）とし，使用単位の時間」に改める。  

 

 

   附  則  

 この条例は，規則で定める日から施行する。  


